
アルネ・ネスのディープ・エコロジー思想入門

関根靖光

An　Introduction　to　the　Deep　Ecology　of　Ame　Naess

Yasumitsu　SEKINE

序：「エコロジー」概念のオイコノミア思想小史とエコロジー思想の「深さ」「浅さ」

　「エコロジー」という言葉が最初に使用されたのは恐らくアメリカの自然思想家ヘンリー・

ソロー（Henry　Thoreau）の1858年1月1日の私信の中であった。しかし、その言葉をソロー

とは別個に造語し、現在とほぼ同じ学問的意味合いで使用した最初の学者は19世紀ドイツの

進化論者エルンスト・ヘッケル（Ernst　Haekel）であるというのが定説である。その造語の時期

に関しては決定的資料がない為、推測の域を出ないが、ヒューマン・エコロジー史家のA．G．

キルスドンクは1868年か又は1870年としている。しかし彼の代表的な著作の一っ“Die

Lebenswunder（生命の驚異）”（1904．p88）の文章「既にかなり前に（1866年）私は生物学

のこの特殊な分野をOekologie（Haushaltslehre）、或いはBionomieと呼ぶよう提案したこと

がある」から、少なくとも1866年以前に学名の造語および内容の構想がなされていたことが

推察できる。

　ところで、この「生物学の中の特殊な分野としてのOekologie」は具体的に生物界のどんな

現象を対象とするのか。　同上書の同一べ一ジに次のような定義がなされている。「（その特殊

な分野とは、）生ある有機体と外界との関係についての学、即ち、それら有機体の棲息地、そ

れらの習性、仲間、敵、寄生生物などについての学（の謂である）」　この構想には、現在の

殆どのテキストに見られるエコロジーの定義「生体と環境との相互作用の学」が明確に表明さ

れている。ヘッケルが学としてのエコロジーの父と呼ばれる所以である。

　しかしそれにしても、「生体と環境との相互作用の学」を称して何故、Oekologieと名付け

たのか。しかも、上記の引用文中にあるようにHaushaltslehreと言いなおしているのは何故

か。素直に解せば、Oekologie≒Haushaltslehreということであろう。ところで、驚くべき

ことに、Haushaltslehreは「家政論」を指す。つまり、生物学の一分野としてのエロジー学

はその生誕の際、「家政論」との内的関係が意識されていたわけである。両者の関係如何？

　そのヒントは、彼がそのドイツ最初の熱烈な信奉者兼啓蒙家であったダーウィン思想の中に

ある。ダーウィンの主著r種の起源』中に、十数ヶ所、“the　economy　of　nature”という表
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現が散見できる。岩波版では「自然の経済」と訳されているが、それは明らかに間違いで、強

いて訳せば「自然の家政」とでもすべきものである。或いは「家政」をも内に含む、広い意味

射程を持つ母源語「オイコノミア」を生かして、「自然のオイコノミア」とでも訳すべきもの

である。実際、ダーウィンの“the　economy　of　nature”は、かの著名な植物学者、博物学者

であるリンネの“Oeconomia　Naturae（自然のオイコノミァ）”の英訳に過ぎない。　Robert

C．Staufferによると、ダーウィンは地質学者ライルなどを介して、このリンネ思想になじん

でいた。読書記録によると彼は1841年、同名のタイトルが付いたリンネのラテン語論文の英

訳版‘‘The　Oeconomy　of　Nature”に自ら目を通している。このリン不の

Oeconomia＝Oeconomyは、ギリシャのクセノポーンが詳細に論じた母源語“oikonomia”

と同様、断じて「経済」とは訳せない。強いて訳せばむしろ「家政」なのである。

　ここまでの簡略な史的考察から、リンネの“Oeconomia　Naturae（＝Oekonomy　of　Nature）”

→ダーウィンの“the　economy　of　nature”→ヘッケルの“Oekologie（＝Haushaltslehre）”

といった道筋が浮かび上がった。その史的展開が正しいとして、しかしなお大きな疑問が残る。

そもそも「自然のオイコノミア」或いは「自然の家政」とはどういう事態を意味しているの

か。

　以下、細かい議論や証明を排して、核心のみ概説しよう。

　オイコノミア学の祖と言えるギリシャのクセノポーンの著書“OIKONOMIKOS”では、オ

イコノミア（oikonomia）とは、端的に、“ @　の“　彷と定義される。その目的は、「美に

して善なる生活」、今風に言えば、生活の質を重んじる生き方である。所有物は千差万別いろ

いろある、馬も金銭も笛も土地等など。それらを生かす術は夫々、馬術、家計術、吹奏術、農

耕術等と呼ばれるだろうが、クセノポーンに言わせれば、それらすべてが「オイコノミア」術

というジャンルに属することになる。何故なら、どれも所有物を活かす術であるから。事ほど

左様に、オイコノミア術の範囲は広い。さて、「家」も所有物である。ならば、この「家」の

活用術もある筈である。この「　・およ“　・△　としての　　　の“　布｝ilこ　　い

る「　術　と呼ばれるものである。クセノポーンの当時から一般人には、オイコノミア；家

政術という通念はあった。しかし、ソークラテースの弟子を自認していたクセノポーンは著書

を通じて、オイコノミア概念を「家」イメージから解放して、　　コ　ミ　＝一　　“　術と

して、より抽象的に深め広げたと言える。これがオイコノミァ思想の原型であり、思想史的に

は始原型である。勿論、通俗的史には、オイコノミアに「家」のイメージが常について回り、

　　コ　ミ　＝　　術と　　　　るk百・がムで　　るが、現代のように、自然や地球環境全体

が果たして人類が勝手に活用して良い「所有物」なのかどうか、が最も重要なテーマとされる

とき、「所有」概念を含むクセノポーンの原型思想の意義はますます増していくと思われる。

　さて、ギリシャでも既に見られたが、オイコノミア術の適用対象が国（＝ポリス）にまで高

められる。これは、クセノポーンの所有物活用術としてのオイコノアの立場からすれば、何ら
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おかしいことではない。物的、人的を含め「国」を所有物と見て（誰の所有物？）、その活用

術ということであるから、正に「国のオイコノミア（＝国政術）」である。何の不思議もない。

オイコノミア術のこの拡大は、家のイメージを引きずる「オイコノミア＝家政術」の立場から

も説明可能である（例えば、エコロジー史家のD。W。rster：“Nature・sEconomy・を参照。ウォ＿スタ＿と私との

決定的相違は、オイコノミァ術を所有物活用術の原型思想から捉えるか、家のイメージに無反省的に捕われたままオイコ

ノミァ術＝家政術とする通俗観に立つかの相違である。更に、原型思想の方が通俗観に対して優れている点は、前者が

「所有物としての家の活用術＝家政術」という形で家政術をも吸収できるのに対し、後者は前者を吸収できない。但し、ど

ちらの立場を取ろうと大差ない場合、私は「オイコノミア」＝「所有物としての家の活用術］という折衷案で説明したりす

る。「豹のイメージを用いる方が判りゃすいからである）。即ち、「国」を一種の規模壮大な「家」と見立

てて、その「国の家政術（オイコノミア）」を云々するわけである。

　このようなオイコノミア概念の拡張の動きは、キリスト教神学と共に極限にまで達する。所

有物活用術の立場からすれば、世界は万物の創造主神の被造世界であり、真の所有者でもある

神の所有物ということになる。この所有物としての世界の活用術は、正しく　「（神による）世

界のオイコノミア」と呼ばれるだろう。特に、自然界に関しては、「（神による）自然のオイコ

ノミア」と称される。家政術＝オイコノミア術の立場からも次のように解説可能である。即ち、

被造世界全体は一個の超巨大な「家」で、神は「超家政士」として、その「家」に対して時空

間的機能的な家政術を行なっていると。そして「自然」を「家」ないし「家」の一部屋と見立

てると、「（神による）自然のオイコノミア（＝家政術）」となる。

　キリスト教神学の三位一体論の或る解釈では、オイコノミア概念は、本稿のタイトル「ディ

ープ・エコロジー」をもじって言えば正に“the　deepest　ecology”とでも言える最も神秘的

な深さにまで及ぶ。所有物としての被造世界活用術にせよ、巨大な家としての被造世界家政術

にせよ、オイコノミアの実践に先き立って、原型的範型的なオイコノミア計画が、「ロゴス

（御言葉＝知恵）」の形で神の内に存在する筈である。これがロゴスとしてのキリストと解され

る。キリスト＝神のオイコノミア的ロゴスは、創造に先行する世界創造の為の青写真でもある

し、自らイエスへと受肉化し神；キリストの奥義をイエスの生と死を通じてこの世に開被し実

践し出来事化する、人類救済の経繍的（＝オイコノミア的）青写真でもある。

　最深のオイコノミアの深みに填まる前に、考察を「（神による）自然のエコノミー」の次元

に戻そう。

　「（神による）自然のオイコノミア」という用語は、1658年イギリスのK．ディグビー卿が、

宗教と整合する科学を促進せんとして初めて使用したが、「自然」概念と「オイコノミア」概

念の結合は、如上のような神学的背景から十分理解できるものである。リンネの「自然のオイ

コノミア」はこのディグビー卿から始まる系列上にある。しかし同タイトルの彼の論文自体は

自然神学者W．ダーハムの次の間；「この広大な動物界では、その多種多様な生体が等しく適

切な食糧を供給され、棲息に適した場所においてあるが、そのような世界の維持は、少なくと
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も最も賢いSteward（オィコノミァの専門家オィコノモス）やHousholder（家政士）のそれに匹敵する

特別な監督や管理なしに如何に可能だろうか？」に対するノーの回答であった。世界は超オイ

コノモスや超家政士である神の恵み深く思慮深い特別な監督や管理なしには維持不可能なので

ある。

　リンネは論文の中で、自然界が繁殖、維持、死滅、循環などの点で如何に巧妙に相互に関連

し合い、秩序づけられているかを明示している。それは丁度、クセノポーンの著作中のオイノ

コミアの達人イスコマコスが、生活や家や仕事場を時空間・機i能的に見事に秩序づけ、また自

分達夫婦を頂点に召使達の管理監督体制を構築して、所有しているすべての物や人材を最大限

活用して日々美にして善なる生活を送っている、その様に酷似している。それぞれの動物に適

切な繁殖・生殖場所があてがわれ、動物達の関係も丁度役割関係のように整序されているのは、

オイコノミアの超能力者である神の采配による筈なのである。

　ところでリンネから「自然のオイコノミア」観を継承したダーウィンにおいて解釈の革命的

変更が行なわれる。r種の起源』に十数ヶ所現われている“the　economy　of　nature”から一

例を上げよう。曰く、「すべての有機的存在者が、自然のエコノミーにおいて（in　the　econo－

my　of　nature）各場所（place）を奪おうと努力しているので、どんな種であろうとその競争相手

に比してある程度変様され改良されなければ駆除されてしまうことだろう」（1906版、p．74）

　ここには、各生体の自然の中の位置がリンネのように静的に捉えられてはいない。各生物が

生存を賭けてしのぎをけずる競争的ダイナミズムの結果として動的に捉えられている。しかも

アリストテレス以来自明とされリンネにも継承されていた公理的確信：「自然はすべての生物

に生きる糧を供給している、つまり自然は自足的である」が姿を消し、生存競争の淘汰された

敗者には生きる糧も自然における地位も約束されないことが前面に出てくる。調和のとれた平

安な自然観に代わって、「人口は等比数列的に増えるが、一方食糧の方はそれに追い付かず、

せいぜい等差数列的にしか増えない。そのギャップのため、生存競争状態は宿命的である」と

いうマルサスの人口論からの影響が顕著な、不安定で闘争的な自然観が掲揚される。r自然の

オイコノミア」とは、もはや神の慈悲深く思慮深い自然整序の技ではなく、超越的なオイコノ

モス（一オィコノミァの専門家）を必要としない自然に内在的な進化法則的メカニズムに過ぎないも

のとなった。超越的自然観から内在的自然観へ、神秘的オイコノミァから自然法則的なメカニ

スティックなオイコノミアへ。深層（ディープ）の自然のオイコノミアから表層（シャロウ）

の自然オイコノミァへ。ここには改変と同時に、深い断層が生じている。

　このダーウィンの新自然観を積極的に受け入れドイツでその学問的啓蒙活動を展開したのが

冒「頭で取り上げたヘッケルである。伝統とは断絶するダーウィンの“the　economy　of　nature”

の新しさをヘッケルが正しく把握し、その新しさを正に新用語“Oekologie”の造語で表現し

ようとした、という事情は彼の著書“Natitliche　Sch6pfungs－Geschichte（自然的創造史〉”の

“Oekologie”の定義（1923，12版、　pp．619－620）から明白となる。
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　「（エコロギー的現象の定義：）われわれに対して有機体と環境的外界、（っまり）有機体とその有機

的および無機的生存諸条件との諸関係をあらわにする、極めて多様で複雑な現象のこと。にれ

らの諸関係の総体は）いわば“6konomie　der　Natur”（と以前から呼ばれているもの）で、同一の場所

（Ort）において互いに（何らかの関係を持ちながら）生きているすべての有機体の相互関係（Wech－

selbeziehung）（を指す）。

　　（学としてのエコロギーの定義：）上記のエコロジー的な現象の機械的説明が、狭義の生物学（と

してのエコロギー）である。即ち環境に対する有機体の適応及び生存競争や寄生による、有機i体の

変異などについての学である。　　・に　　ばこ　　“Naturokonomie”の；　　、詰画・

に　　か1る1浩主の思．、’・°eい整　die　Einrichtun　によるよ’に　えるが　よ　沸　　える

と よ6 臆z、大の必　　・’ヨ　　つ ・’ Sとして日　かにLる」

　文中の“Natur6konomie”や“6konomie　der　Naur”は、もちろん、ダーウィン、遡って

はリンネやダーハム、ディグビー卿の“the　economy　of　nature”のドイツ語訳である。下線

部に、特に注意！。この「自然のオイコノミア」的諸関係は、「計画的に働きかける創造主の

思慮深い整序によるように見える」、と述べているが、これがダーウィン直前までの伝統的な

神学的「自然のオイコノミア」観を指しているのが言うまでもない。面白いことに、われわれ

はこの見方を「深層的」「深い」と表現したが、ヘッケルはかえって「表面的」「浅い」と捉え

ていることが分かる。それに対し、自然の現状を生存競争・適応・自然淘汰など機械的諸原因

の必然的帰結として説明するダーウィンの自然内在法則的なオイコノミア観の方を、われわれ

は「表層的」「浅い」と表現したが、彼は「より深い」と捉えている。断層面で、価値や意義

の逆転が起きていることが分かる。

　以上の考察から、「エコロジー」学とはオイコノミア思想史的に見れば、所有物活用術や家

政術という生活学的意義を有する「オイコノミア」から出発して、「国のオイコノミア」、更に

「宇宙のオイコノミア」へと拡張し、また「神によるオイコノミア」として最高の高みへ、「三

位一体のオイコノミア神学」としては最高の深みへ達したが、ついにダーウィンによって、深

層部が科学的には無意味として切り離され、自然内在的な進化論的メカニズムへとして現象の

表面へ表層化された、と捉えることが出来よう。ヘッケルはこれをかえって科学的に有意味な

深部への転換と自画自賛するのであるが、ヘッケル以降現在に至る近代的な「自然のオイコノ

ミァ」科学、即ちエコロジー学は概ね、この系列に連なると言って過言ではないと思われる。

　自然界におけるすべての生体相互の調和的秩序、超オイコノモス或いは超家政士としての神

による慈悲深く思慮深い自然への統治的配慮とオイコノミア術、なにより自然の真の所有者と

しての神とその被所有物である自然全体との主従関係。そのような理念やイメージ、価値や意

義、「深い」テーマや問題意識が、押し並べて、「浅い」ないし「非科学的」として隠蔽され忘

却されたわけである。

　しかし、この断層がダーウィンにおいて突如生じたと言える程、事はそう単純ではない。断
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層を起こした震源は、既に伝統的な「自然のオイコノミア」観に胚胎していたとも言える。

　特に、伝統的なギリシャ・キリスト教的「人間一自然関係」観を注視すべきである。その権

威ある二大出典は、以下のアリストテレスと聖書であった。

　アリストテレスr政治学』第1巻：「（動物は槙物を食べ、人間は動植物を食べる。つまり

　　　　　　植物は動物のためにあり、動物は人間のためにある。自然には人間を究極目的

　　　　　　とする食物連鎖がある。故に）　　は　・のために　べて　浩った」

　旧約聖書創世記　1－26：「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。そして迦塩

　　　　　　　　　　　　　　宛の，、　玄　　の”h　　l：　「iべて　　　　せ　’」

　　　　　　　　　1．28：「（創造したばかりの男と女を祝福して曰く）産めよ、増えよ、地

　　　　　　　　　　　　　　に満ちて地　z　せよ　“の　　宛の、、　の上　IE’生

　　　　　　　　　　　　　　P　　　とよ」（新共同訳）

　これらの引用文を単純に解せば、アリストテレスでは、自然全体の究極目的は人間にあるこ

とになる。また旧約聖書によれば、創造主である神はすべての被造物の真の所有者であり支配

者ではあるが、その所有権・支配権を特別に人間に委譲したように読める（註：これはリン・ホワイ

ト・ジュニアによる「キリスト教」の「地の支配」論への痛烈な批判以降の聖書理解では誤った解釈と見倣され、「支配」

が実は「配慮」の意味を含むことが指摘されてきている）。しかし、全権を委譲したのだろうか。それとも、

真の所有権や支配権はあくまで真の所有者である神にあり、人聞にはただその使用権、一部の

享受権、条件付きの処理権のみが委託されたに過ぎないのではないか。この問題は、所有物活

用術という意味のオイコノミァにとっては、極めて重要な意義を持つ。誰の、どの所有物を、

どの種類の、どの程度の権利で活用し享受できるのか、はオイコノミア術の行使者にとって職

務上生活上、知っておかねばならない必須の要件である（他方、オイコノミア＝家政術の立場

ではこの問題は2義的となる）。もし、人類が自然界を一時的に委託されたに過ぎないオイコ

ノモスであるとすると、人類は謙虚に、神＝雇い主のために、制限された権利の範囲内で、オ

イコノミア活動を行使するのが職業倫理であり使命ということになる（現代のスチュワード神

学はこの系統に入る）。もし全面委譲ならば、自然の保有、使用、享受、処分は無制限となろ

う。自然をどうしようと人類の勝手となる。

　地球環境危機が叫ばれるようになったこのごく最近まで、聖書の上記の箇所の伝統的正統的

解釈は、「全面委譲」論であった。それはダーウィン以前の「自然のオイコノミア」観に次の

矛盾を生じさせることになる。一方では、人間も含めた全自然はすべからく、その真の所有者、

支配者である神のオイコノミァの下にある。従って、人間は自然のオイコノミアに関して基本

的に受け身で、せいぜいその援助者に過ぎず神の意向を第一に考えなければならない。他方、

聖書によると神は人間に全自然に対するあらゆるオイコノミアの全権を委ねられた。よって自

然のオイコノミアに関しては、人間は全く自由に振る舞う権利がある。つまり、自然の所有、

使用、オイコノミア活動に関し、神と人類、主人と僕（しもべ）とで同一権利の主導権をめぐり、
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特に人類の側から対立抗争する芽が発生していることになる。r神による」自然のオイコノミ

アを第一とし、謙虚に受容する限り問題は顕在化しないが、地球全土の所有権、使用権、享受

権、処理権への関心が高まるにつれ、いずれ顕在化せざるを得ない。「神による」の部分の

ヘッケルによるあからさまな除去宣言は、自然に対する権利をめぐるそのような矛盾の沸騰点

を表していると同時に、人間による自然の無条件な支配に明確な道を開いた、とも解せる。矛

盾はかっての主人の席を僕（しもべ）が全面的に勝ち取り、自ら無条件の主人になることで解消

されるわけである。しかし、進化論によれば、新たな主人である人類も互いに真の主導権をめ

ぐって果てしない生存競争を戦い抜かねばならないのだが。

　ダーウィンやヘッケルの超越神抜きのエコロジーが、人間中心主義を加速させたという解釈

を提示したが、反対にそれを自然中心主義、生態中心主義の開始として積極的に評価すること

も実も可能である。学としてのエコロジー自身は、「人聞と自然の関係」観、「自然のオイコノ

ミァ」観に新局面を開いたとも解せるのである。簡潔に言えば、「ヒトも他の生体と共に自然

の中で生き生活する一個の生物種に過ぎない」という捉え方である。ヒトも他の生体も生きる

ため、生活するために、環境と相互作用しながら所有物を活用するオイコノミア活動を行なっ

ており、それらが相互に関連しながら、あたかも自然全体が内在的にオイコノミァ活動を行な

っているかのように現象するのである。その点では、生体間に優劣はない。このようにヒトは

基本的には自然の生物学的オイコノミア（＝エコロジー的）の秩序の中に組み込まれた生物で、

生物学的生態学的に何も特権的な存在者ではない。学としてのエコロジーそのものが呈示する

ヒト観は、人類を自然や地球に対する全面的な所有者、支配者とする伝統的な人間解釈と比べ

れば、自然に対し極めて平等的、謙虚である。しかしその生態中心的な人間観も、進化論の生

存競争観と合致する近代の政治的経済的な権力利害闘争に利用されると、一転して、（神のい

ない）人間中心主義的な自然の全面支配論に変貌する危うさを根本的に胎んでいる。人間を超

越する何か他の絶対的権威がない自然観につきまとう根源的揺らぎと言ってよいだろう。

　しかし、人間論、自然論、人間一自然関係論、神学、哲学等々の中心テーマに関わるこれら

「深い」錯綜した問題性は、幾人かの先見の明ある傑出した自然思想家、環境思想家を除き、

つい最近まで、一般的には封印され忘失されてきた。地球規模の生命危機が意識され始めてよ

うやく真剣な議論の姐上に乗ってきたというのが実状である。とは言っても、その多くは自然

環境や人間の生活環境の致命的綻びをどう修繕し補修するかの技術論に終始する「皮相的」

「表層的」なもので、人間、自然、神（或いは人間と自然の共通の根拠）に関する従来の考え

方や信条、自明とされてきた伝統的な思想や哲学、それに神学の「最深部」にまで及ぶ再検討

には至ってない。問題の深刻さの自覚、問題提起の公表、再検討の提案と実践、人間一自然一

根拠の統合的関係に関するあるべき考え方の模索、常識・諸科学・哲学・神学のすべての分野

を包括する新たな人間一自然一根拠論の呈示の試み。それらは以下のような先達を導きとして

緒いたばかりである。レイチェル・カーソンのr沈黙の春』の衝撃的な問題提起、リン・ホワ
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イト・ジュニアの論文r生態学的危機の歴史的根源』によるギリシャ・キリスト教的人間観に

対する痛烈な糾弾、それ以降の聖書学・神学に見られる聖書再解釈や神学の再検討・再構築の

種々の試み、アルド・レオポルドのf土地倫理』による人間と自然との共生（二第三倫理）の

勧め、ジェームズ・ラブロックのイメージ豊かで科学的な地球生命体ガイア仮設の提起、そし

て本稿で扱うアルネ・ネスの全生命体の「自己実現」哲学であるディープ・エコロジー思想と

その運動綱領。

　さて、オイコノミア思想の原型から今日の「エコロジー」学に至るまでの「深く」もあり又

「皮相的」でもあった概念史を概観したいま、アルネ・ネスの「ディープ・エコロジー」を論

じ解釈し評価できる確かな展望が眼前にようやく開かれたと言える。早速、本題に入ろう。

　但し、紙数の関係で今回は入門程度にとどめざるを得なかった。中核をなす「自己実現」の

規範一仮設体系の詳細な解説およびオイコノミァ思想史からの評価は他の機会に譲る。

　　　　　　　　　　　　★　　　　　　　　　　　　　　★

§0　初めの直観

　ディープ・エコロジー思想の提唱者ノルウェーのアルネ・ネス（1912～）の出発点は、「土

地倫理」のアルド・レオポルドと同様、若き日の或る根本的な直観であった。

　浅瀬で戯れる幼い子。眩しい光の反射の下で、何と多くの小さい生命が轟いていたことか。

何時間でも、何日でも、何週間でも、透明な海水の豊かで多様な世界に魅入っていられた、と

ネスは述懐している。それら繊細な生き物達は、人の気づかない密やかな小領域で息づいてい

るにもかかわらず、「無限の世界の一部のように見えた。」　しかも不思議なことに「私（固有）

の世界」の一部のようにも感じられるのであった。レオポルドのエッセーr我が大領地』と同

種の直感である。私を包容し私が抱擁する無限の世界。

　ネスは更に、15才の頃の決定的体験を想起する。その年の6月、彼は独りでノルウェー最

高峰の山地に分け入る。純粋な魅力の連続に圧倒されつつ歩を進め、目的の山の麓に到達する

が、辺りは腐った根雪に深く蔽われ、一夜の睡眠をとる場所も見当らない。途方に暮れていた

とき、雪を掻き出していた老人に出会う。仕方なくその老人と山小屋に1週間とどまることに

なるが、希少な食事を共にしたり、問わず語りに語る、山やトナカイのこと狩猟など山岳特有

の仕事の話に耳を傾けたり、ローカルカラー豊かな老人のバイオリン演奏に心を弾ませたり、

その際、複雑な拍子をとる老人の足に感心したり、雪に閉ざされたその1週間は少年の心に熱

く沁みわたり、胸中に「山と山の民との間の内的関係」、山や山の生活の「或る種の偉大さや

清々しさ、本質的な事への集中や（過多でも過少でもない）自己充足」を強く確信させる。そ

して何よりも、老人の、いや山の民の、山に対する、自然的世界に対する関わり方の「謙虚さ」

に気づかされる。後年ネスはこの「謙虚さ」を、人力を拒絶する山を前にしての単なる自己卑
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小感と区別して、自分が山の、自然の一部であるという深い一体感情から生じる「謙虚さ」と

解している。人がそのような意味で謙虚になればなる程、「ますます人は、山（すなわち自然）

の偉大さに与るようになってくるのである」

　幼年期の、生動する海中の多種多様な生き物達との触合い、少年期の、山の懐に親密に抱か

れ謙虚に生活を送り楽しむ山の老人との出会い。ネスの人となり、バックボーン、彼の人間観

や自然観、就中ディープエコロジー思想の出発点となり発展の核となったのは、そのような出

来事であり直観なのであった。

　それでは、それら直観がどのような思想へと開花することになったのか、彼の主著“Ecolo－

gy，community　and　lifestyle”（ノルーウェ語原典からの英訳、ヶンブリッジ198g）へ直ちに伺候するこ

とにしよう。

§1　原著第一章冒頭の、新しい人間観の提唱とレオポルドの第三倫理（＝土地倫理）

　ネスの主著　“Ecology，community　and　Iifestyle”の第一章冒頭に、まずヒトのいくつかの

特性が挙げられているが、これは著書全体を主導する彼の基本的人間観の吐露であると思われ

る。ポイントは4つある。（下線は筆者による）

　①ヒトは自己の個体数を意…・に限定し、他の生命形態と持続的で力動的な均衡のうちに生

　　きていく知的能力を持つこの地球上で最初の種である

　②ヒトは環境の多様性に気づき、それに配慮（ケア；世話）することができる

　③ヒトはその生物学的遺伝により、この複雑な生命多様性を喜ぶことができる

　④ヒトの（生命の多様性を）喜ぶこの能力は、直接的環境との創造的相互作用を促進させる

　　ことで、更に一層完成させる（パーフェクト；遂行成就させる）ことができる

　まず一瞥して、これらの主張のどれもが現状認識の点で甘すぎる、楽観的すぎるとの印象を

大方の人は持つだろう。

　例えば、①に関して。なるほど既にマルサス人口論では、人口過多の悲惨な未来を予見して

人間は予防的に、つまり意識的に人口制御すべき旨説かれているが、18世紀後半から現代に

到る世界の人口は、それまでの人類史の緩やかな増加曲線から見れば、垂直に近い形で爆発的

に増加している。意識的な制御どころではない。また熱帯雨林の人為的な暴力的伐採による

種々の生物の絶滅の実情などを知れば、ヒトが他の生物と持続的な均衡を保つ知的生物とは毛

頭考えられない。

②についても同様である。確かに人は生命の多様性の学的認識を発達させてきたが、それら

すべてに配慮するわけではない。自分の利害に関わりのある生物には配慮や世話の労を厭わな

いが、無益ないし有害、或いは金にならない生物は十把一絡げにして打ち棄てたり絶滅させた

りしても何の痛痒も感じない。

　そのような利己的で冷酷非情なヒトの習性を至る所で目のあたりにすると、③の主張のよう
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に、生命多様性をそのものとして喜んでいるとは到底言えない。

　また④についても、直接的環境だけでなく遠く海外の遠隔の環境にすら頭を突っ込み・その

土地との創造的相互作用どころか、一方的な破壊作用を及ぼし、それを人類の進歩、完成化と

思いなしているだけではないか。

　以上のような、事実としての経験や報告を基とする率直な感想や疑念は、しかし、冒頭の主

張を破砕しはしない。かえってネスの意図を強く浮き彫りする効果がある。

　まず、②③④における「できる」という助動詞暎訳では、②③は℃AN’で、④は峨々の生物学的遺

伝は我々に生物多様性を喜ぶことを許す」という意味合いでCALLOW’が用いられているが、すべて「できる」に統一し

た）に注目する必要がある。論理的な観点から可能性に関する主張は、それに反する事実と何

ら矛盾するものではない。また事実の観点からは、人類に一人でもそのような意向や喜びを感

じる者（例えば、ネス自身）がいれば現実的可能性がそこから何の支障もなく導出できる。従

って彼の可能性の主張はたとえ数多くの反例的事実があっても反駁できない。

　ここで重要な点は、上記のような可能性を否定する圧倒的数の現実があるにもかかわらず、

それにもめげずに、彼が主著の冒頭にそれらを人類の可能性として掲げている点である。その

真意は、①から窺い知ることができる。

　①では、「意識的な人口制御および他の生命体との持続力動的な均衡的生活、の両者に関す

る知的能力」の点で（彼は他の可能性にっいては肯定も否定もしていないが）ヒトは進化生物学的に他の生

物から区別されると主張されている。正にヒトはその点で、生物進化の大流の中で「最初の種」

というわけである。つまり①は進化論的観点からの彼独自のヒトの定義であると見倣すことが

できる。ところで進化生物学的定義は、生物進化の過程の中で、或る生物種が（現在は顕著で

ないにしても）未来へ向け或る（重要な）性質を進化させる可能性がある、という仕方でその

生物種を定義するものと理解できる。従って、たとえその生物種の現状が概ねその可能性に反

した行動や性質を有していたとしても定義に矛盾しはしない。反例が多数あっても核心的洞察

が適切であれば進化的定義は簡単には揺るがないのである。ヒトの大多数が現状では、「自己

の個体数を意識的に限定し他の生命形態と持続的で力動的な均衡のうちに生きて血し、ま

たそのように生きていこうともLな⊥≧」という事実があっても、「その能力、特に知的能力が

ヒトに進化的に備わっており、それが一層進化しうる」という洞察は崩壊しないのである。ネ

スのその洞察を育んだのが、幼少年期の直観的体験なのであろう。しかし、海浜や山や森、小

川や雑木林の中で自然と戯れつつ、狭い自分（self）から自由になり、しかも自分（Self）としての

充足も得るといった曰く言い難い経験は、ネスならずとも誰しもが体験することではないだろ

うか。

　ネスが常人と異なるのは、その体験を、「他の生命体と持続的力動的な均衡化能力」が自ず

から発揮され実現された具体例として捉え、しかもその能力をヒトの代表的な進化的特質とし

て洞察し、自らも含めヒトは正にその点で進化の最先端の波頭にいると、いわば宇宙的スケー
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ルで感じとっている点である。洞察の核心部分は、アルド・レオポルドのr土地倫理』で簡潔

に打ち出されている進化発展的な倫理観を想起させる。いや、殆ど同種の洞察と言ってよいの

ではないだろうか。

　レオポルドは倫理を「共生の（善き）モード」と捉え直し、人類の倫理即ち共生モードを、

個人間の共生を実現する第一倫理（共生）の段階から、共同体におけるメンバー間の共生を課

題とする第二倫理（共生）の段階、更には自然との共生を目指す第三倫理（共生）の段階へと

進化発展してくるものと捉えていた。各段階が、倫理＝共生の観点からの人類の成熟さの進展

するステージを意味していることは明らかである。自然との共生を称揚する第三倫理の段階に

ステージアップすることは、人類が現在の第二倫理的段階より一段と成熟した生を生きること

になるのである。レオポルドにおいても、もちろんその発展、成長は機械的自動的性格のもの

として想定されてはいない。そのような新段階を選び取るかどうか、その目標を実行に移すか

どうか、成熟の新たなステージへ進化するかどうか、は（人類は既にそのとば口に足を踏み入

れているとしても）すべて人類の意識的自覚的選択にかかっている。従って、彼が「人類は第

三倫理へと進化する必然性がある」と言うとき、それはほっぽっといても自然史、人類史がそ

のように機械必然的に展開するという意味ではなく、次の段階へ発展、成熟するという「課題

の必然性」と見傲すべきだろう。その課題に応え実現するかどうかは、ひとえに人類の選択実

践に掛かっているのである。レオポルドの第三倫理論を参照すると、ネスの①の進化生物的な

定義は、その中の「他の生物形態との持続的で力動的な均衡のうちに生きていく知的能力」の

部分、いやその前の「自己の個体数を意識的に限定する知的能力」の部分も併せて、レオポル

ド的言い回しを用いれば、より端的に「自然との（意識的）共生の知的能力」と翻案できるだ

ろう。①全体の主張は、レオポルド流に「ヒトとは、第三倫理を意識的に実現する知的能力を

持つ最初の生物である」と濃縮できる。人類が第二倫理の段階においてさえ未だなお低迷しつ

つあるという現状は、この進化課題的な定義を無効にはしない。第三倫理への成熟の要請はか

えって第二倫理における一層の成熟を人類に促し迫るのである。

　ネスの主張①を上記のようにレオポルド的に再定義することにより、ネスが冒頭に文章①を

置くことで何を為したかったか、今やよりよく理解することができる。彼はわれわれ読者に、

ヒトとしてのアイデンティティーの発展の可能性として、まず何よりも、　　とのft生の口・

fiE　1、つまり第三倫理の意識的自覚的実現の知的能力の存在に目を向けさせている。それはそ

のようにしてわれわれを、ヒトとしての自己（self）の更なる成熟、発展（Self）へと覚醒させ、最

重要課題として実現する（realize）よう促すためである。のっけから彼の人聞観を高々と冒頭に

掲げているのはそういう訳である。

　①を第三倫理的人間観として解釈することになると、後続の②③④の主張はより容易く理解

できるようになる。

　まず②の主張は、ヒトの有している第三倫理的能力が含意している2側面を具体的に指摘し
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ていると見倣せる。②の翻案は次のようになろう。「ヒトが第三倫理的能力を有しているとい

う事態は次の2可能性を含意する。即ち、（1）［環境の多様性に気づくことができる］＆（2）

［（気づくだけでなく、更に）配慮（世話）することができる］」　この認識的（1）と実践的（2）

の連言命題が命題②の分節化した構造である。

　次に③であるが、これはヒトが第三倫理的ステージへと成熟しいくことになれば、当然持つ

ことになる筈の基準的情感に言及している。正に該当する課題の点で未だ未熟で、その課題が

自然に実現していくものというよりは、「実現すべき」重荷のように感じている状態では、す

べて義務ないし使命ということでいわば嫌々やる羽目になるだろう。自然に喜ぶ事態には程遠

い。それに反し、成熟度が増すと、心から喜んで実行することになる。ヒトが第三倫理の点で

成熟さを増せば、いや、その領域に心から進んで足を踏み入れていくようになれば「ヒトは

（環境の）複雑な生命多様性に（気づくだけでなく、気づいていることに）gybirkge．5U　こ

とができる」ようになるのである。③はかくして、成熟による認識（1）［環境の多様性に気づ

くこと］に伴う自然的「喜び」の気分を浮き彫りしている。

　④は、生命多様性の認識に関わる（1）から、それに対する配慮（世話）という実践的（2）に焦点

を移行させ、それに伴う「喜び」、認識に伴う先の「喜び」より深みも豊かさも倍増の「喜び」

について語る。ヒトは第三倫理的に成熟していくと、生命多様性に単に気づき観賞感嘆し知的

理解を得て「喜び」を感じるだけではない、進んでその配慮（世話）をするようになり、実践

的「共生」を生きることになり、そのように「直接的環境との創造的相互作用を促進させるこ

とにより、（自然との共生の）S“　に一　’＝t＝”　せることができるのである」　また喜び

を重ねることにより、逆対応的にヒトは第三倫理的成熟度を加えることになろう。

§2　悲惨な現状と生活の新たな質、新たな成熟を選択する好機

　ヒトが可能態として持ちうる喜びを称揚した直後の第ニパラグラフから、ネスは一転して、

その喜びの萌芽さえ圧殺する現代文明の苦々しい現状を指弾する。

　ヒトは「他の生命体との持続的力動的な均衡生活を営む」どころか、自然との共生可能性を

根絶やしにしかねない生き方を地球規模にわたって遂行している。ネスはその潮流を的確に

「技術産業文化」と表現する。先の用語を用いれば、ヒトは現在、「技術産業文化」というステ

ージのただ中にいることになる。ネスの構想する、より成熟した第三倫理的在り方からすれば

未熟の極みにあると言えるだろう。

　その未熟さを極限化している要因は、ネスの見解では、経済的と政治的の2点である。まず

経済的要因。これは①の主張の「他の生物体との持続的かつ力動的な均衡生活を営む」という

成熟さ、環境との均衡的生の実現という課題をいわば半永久的に阻止するものである。「環境

悪化（deterioration）ないし荒廃（devastation）が、局所的ないし全体的に不可逆的な仕方で指数

的に増加しつつある（その為、成熟どころではない）が、それは生産と消費の確定した（経済）
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機構によって永久化されている」のである。技術産業文化の経済機構は、環境との共生という

ヒトのより高い成長の可能性を凍結してしまう態のものである。次の政治的要因は、主張①の

「意識的に人口を制御する」の部分の未熟さに関わる。「（人口は18世紀半ばから指数的増大の

一途を辿っているが、そのような）人間の人口増加に関する適切な政策が欠如している（為、

意識的制御どころか野放図な無制御がまかり通っている）」　この無制限の人口増加は、たと

えかってアリストテレスが、「自然はすべての生物に生きる糧を提供する」と楽観的に述べた

としても、食糧やその他の生活資料空間の観点から自然の許容能力を遥かに越える性質のもの

になる。人は生き残るために、子孫を考慮する余裕もなく、環境を骨までしゃぶらざるをえな

くなる。また、利益を求め新たな消費者を求めて走り続ける経済機構という巨馬にとって、増

加人口は鼻先にぶら下ったにんげんのようなものであろう。それが環境悪化や荒廃に拍車をか

ける。このように、技術産業文化を謳歌する現代は自然環境と共生するどころか、ますますパ

ートナーを傷つけ害するという関わり方に一路通進している。共生というより、自然界にもめ

ったに見られない無節操な捕食関係に近いものだろう。

　にもかかわらず、現代人の多くはなお技術産業文化をこの世の春、人類の成熟の到達点と感

じている。なるほど、利益追求の半永久的な経済機構が齎らす物質的繁栄や政治的無策が黙認

する人間の繁殖は、或る意味ではヒトの幸福な成熟ではある。物質的とはいえ、全般に生活水

準が向上され、より善い生活が実現されるかに見えるからである。しかし、生活にとって必要

以上の物量となると、確としてあった生活水準という目標は空をさ迷い始める。r生活水準」

に対する微かな懐疑から、「生活の質（quality　of　life）」という考え方が対比的に芽生えてくる。

或る程度の生活水準が満たされれば、人は生活の質に関心を向けるようになるものである。生

活水準の向上より、生活の質の向上を願うようになる。次から次へと目まぐるしく商品が開発

され、洪水のように大量に生産され市場を席巻し、消費者を「生活の向上」へと誘うが実は大

多数は手持ちの商品を消化するのに精一杯、十分に味わう暇もゆとりもない。生活を満喫する

多数の道具が作られ（アリストテレスの制作としてのポイエシス）それを人は手に入れてはい

る（＝生活水準の向上）ものの、その道具を活用して（クセノポーンのオイコノミア術）実際

に生活を豊かに生きる（アリストテレスの行為としてのプラクシス）こと（＝生活の質の享受〉

ができていない現状がある。これは、生活の質の未熟さ、文化の質の未熟さ、ひいてはヒトの

質の未熟さであろう。現代人はそのことに気づいているようでもある。ネスの表現を活用すれ

ぼ、現代人は表面的には美味しそうな香りに満足して幸福感に浸っているようであるが実は深

いところでは満たされてはおらず、本物を本当に味わう真の幸福、生活の質、ヒトとしての質

の高さを求めている。物量的生活水準＝善い生活、という図式が極端に進んだ現代は、一種の

臨界点に達していると言えよう。「生活水準」から「生活の質」への転換点、岐路に差し掛っ

ているとも言える。

　史上最高の「生活水準」が、皮肉にも、そこでは実現できていない「生活の質」の高さへの
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渇望を生み出しているのである。

　「生活の質」の内容、ギリシャ的に言えば、「美にして善なる生活」の内容として、どのよ

うなものが想定されるだろうか。生きていくに必要なだけの所有物を所有し、それを十二分に

活用享受し味わうような謙虚で健全な生活もその一つであろう。その他いろいろ挙げることが

できるだろうが、ネスは「生活の質」の最重要な構成要件として「自然との共生」を掲げる。

それは、彼がヒトとしての人類の（次のステージの）本質を、何よりも「自然との共生能力」

に置いているからに他ならない。レオポルド流に言いなおせば、（先行する第一、第二倫理的

質の実現を含み統合するにせよ）ヒトの今日的な進化テーマは、「生活の第三倫理的質の実現

にあり」という認識なのである。

　しかし、生活の質に関心を持ったとしても、現代人の関心はせいぜい自然と切り離された文

化的生活の質にすぎず、自然との共生というテーマは、課題としても覚知されにくい状況では

ないだろうか。

　この疑念に対するネスの答え方は、否定的要素を肯定へのステップと捉える弁証法的なもの

である。曰く、技術産業文化の齎らした最悪にネガティブな側面、つまり環境悪化や荒廃は、

正にそのような課題に気づかせる最高のきっかけの筈であると。地球規模の生態系危機に直面

することで現代人はいずれ、それを齎らした技術産業文化の「生活の質」の欠点に思いいたさ

ざるを得ない。それは同時に、そのように否定的に価値判断する前提としての価値観を自ら想

起させることになる。人類最大の危機の予感が、自明的に「善い」としてきた従来の生活の質

の価値を再考させ、あるべき価値に適う新たな生活の質、新たな成熟を選びとる（か否かの）

絶好のチャンスとなるのである。ネスにとって、現代の危機は「人類史上最初の」根本的転換

の好機である。

　ネスが主著の冒頭の数節で、人類が現在直面している「あれか一これか」の選択肢として挙

げている組合せのいくつかを列記してみよう。Aはこれからの第三倫理的生き方、　Bは従来の

技術産業的生き方。但し、カッコ内は筆者による補注。

　1－A：「（人間の）自制（力）と理性的計画（力）を、地球上の生命の豊かさの維持・発

　　　　　　展に寄与することに適用する」道を選ぶか、それとも

　　　B：「このチャンスを破砕し、発展を盲目的力にまかせる」従来の道か。

　2－A：「（他の生命体、環境との）均衡という価値創造的側面を人が喜ぶようなタイプの

　　　　　　社会や共同体を（今こそ）我々は必要とする」が、その道を選ぶか、

　　　B：「価値中立的な（経済）成長の栄光を喜ぶようなタイプの社会や共同体」か。

　3－A：「他の生命体達と一緒に存在することが、彼らを利用し殺すことよりもより重要で

　　　　　　あるような社会や共同体」を選ぶか、それとも

　　　B：「（その逆の、利用し不必要に殺す方を重要と見倣す社会や共同体）」か。

　4－A：「自然の中および自然についての（今まで以上に）多様な経験可能性という、従来

14



　　　気づかれていなかったヒトの（隠れた〉能力」に気づき実現する、より成熟した

　　　人間性や生き方の方を選ぶか、

B　　r（自然を利用し都合で殺すといった自然との一面的関わりだけの能力に安住して

　　　ヒトとしてのより高い成熟を抑圧放棄する）」道を進み続けるか。

§3　シャロウ（浅い）・エコロジー運動とディープ（深い）・エコロジー運動

　人がAの「自然との共生」という、より高い成熟の道を選ぶとしよう。その道を意識的理性

的に、賢明に歩むということになれば、19世紀ヘッケルによって構想されその後生物学のみ

ならず種々の方面で発達した、「生体と環境との相互作用」を扱う学問としてのエコロジー

（生態学）が善き伴侶、心強い味方となることは当然である。「自然との共生」的生き方や共同

体や社会を実現する運動一般は、正しく、エコロジー運動と称されている。

　ネスもエコロジー学を高く評価するに吝かではない。が、人が例えば生態学としてのエコロ

ジー学、つまり生物科学の領域にとどまっている限りは、「ヒトはどのようにあるべきか？」

「どのように生きるべきか？」「より高い生活の質とは？」「ヒトとしてのより高い質や成熟

は？」などといった価値根本的な問やそれに対する価値創造的な答えは、しないし出来ない、

とネスは見ている。科学としての価値中立性がネックとなる。しかし、「自然との共生」とい

う第三倫理的ステージでの実践や成熟にとって、エコロジー学は第一級の知的源泉であり助手

であることには変わりはない。

　ところでエコロジー運動とはどのようものか。環境悪化や破壊に対し、直接の被害者や危惧

を抱く住民達が立ち上がり、企業や市町村や国に抗議し訴訟も辞さない運動は、「人とその住

まいとしての環境のあるべき関係」を求めるという意味で、エコロジー運動であろう。また人

類世代の将来を憂えてエネルギーや食糧問題に英知と技術を注ぐというのも、「人類と資源と

しての環境とのあるべき関係」を追求するという意味で未来志向のエコロジー運動であろう。

地球上すべての生物に影響を与える環境汚染や破壊、温暖化などに対し、国際社会が共通の政

策を取り決め実行することは、「ヒトも含めた生命と環境との地球規模の関係改善や正常化」

を模索する、「アース・ファースト！」的なエコロジー運動である。エコロジー運動は、現代

のモードの一つと言ってもよい。

　ネスは恐らくこれらどのエコロジー運動も、それが次のような根本的イメージないし理念を

自覚し目指していない限り、シャロウー、つまり「浅い」「浅薄」レベルに留まると考える。

逆に、以下の理念やイメージを根底に置くエコロジー運動は、ディープ、つまり「深い」層か

ら創発されていると見倣す。

　1973年にネスが小論文“The　shallow　and　the　deep，long－range　ecology　movement．A

summary”の中で発表したそのイメージ、理念とは、

①器としての環境の中に（それとは外的空間的関係しか持たずに）存在する人間、というイ
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　　メージ（以下簡単に、「環境一内一人間」とする）を拒否し、代わりに、「閨鍵易

　　（relational　total－field）」のイメージ。

②「、目lkL　　にお1る・・主・（Biospherical　egalitarianism－in　principle）」と

　　いう理念。これは「（すべての生物に対する）原則的な、生存し開花する平等の権利（the

　　equal　right　to　live　and　blossom）」と言いなおしてもよい。

　　ネスはその後発表した「ディープ・エコロジー綱領」などから、“Biosphere（生物圏）”

　　という用語の代わりに、“Ecosphere”という用語を使用するようになる。これは、すべ

　　ての生物のみならず非生物的要素く岩や海など、景色も含む）も含めた環境全体に、存在

　　し生存し開花する平等な権利を認めたいがためである。これはレオポルドのr土地倫理』

　　の「土地」、r山の身になって考える』の「山」が、単にその土地や山ではなく、そこに生

　　息し存在するすべての生物、非生物も含めた統体を指していたのと同である。

　これらはディープエコロジー運動の核心となる考え方なので、以下、ネス自身による解説の

翻訳を呈示しよう。筆者による必要な補足はカッコ内に記す。

①関係的全体場イメージ：「（どの）有機i体も本質的関係場（the　field　of　intrinsic　rela－

　　　　　tions）における結び目（の一つにすぎない）。　AとBの本質的関係とは、（その）関

　　　　　係がAおよびBの定義ないし基本的構成に属していて、その関係なしでは、AもB

　　　　　も最早その同じものではなくなるような、そのような関係の謂である。（この）全

　　　　　体場モデル（the　total　field　model）は、環境一内一人間という概念を無効にするだ

　　　　　けでなく、（からっぽな器としての環境空間の中にそれとは本質的に無関係に存立

　　　　　する事物、つまり）周辺環境一内一事物と簡潔に表されるあらゆる概念をも無効に

　　　　　する。但し、コミュニケーションの表面的ないし予備的レベルでの会話の中ではそ

　　　　　の限りではないが（つまり、誤解を招かない限り、その言い回しを使っても別に構

　　　　　わない）。

②原則的な生物圏平等主義：「厘則的、という文節を挿入したのは、どんな（衣食住といっ

　　　　　た日常的）現実の実践も、（生活資料や資源として他の生物や環境の）何らかの殺

　　　　　生や開発や（自己防衛などのため）抑圧を必要とするからである。エコロジーの野

　　　　　外研究者は、（他の生物に見られる種々の）生き方や生命形態に対し深甚の尊敬、

　　　　　いや崇敬すら要求する。zは　、1か　の　　（an　understanding　from　within）に達

　　　　　しているのである（正にレオポルドの“thinking　like　a　moutain（山の身になって

　　　　　考える”）そのものである。　の　にLって　える、とは、山や山の民やそこに生

　　　　　育するすべての生物、無生物をその外側から管理制御するのではなく、あたかも自

　　　　　らが山であるかのように、山を山の民や生物達をその内側から捉えることである、

　　　　　或いは山の内・外の区別を越えた生命の統体という深い基底から、山も人も捉え直

　　　　　すことである）。これは、他（のすべての生物）が（全体的な生命場において）倥
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　　　　　幽≧ム固に（生存する場を）譲ってくれている、種々の生き方や生命体（が

　　　　　存在し可能である生命圏）の中の或る狭い領域を（人間が生きていけるようにと）

　　　　　譲ってくれている、と考えるような理解である。エコロジー野外研究者にとっては、

　　　　　（すべての生物が）　　　鑑非　る’ノの　1は直観的に明晰判明な価値公理（つ

　　　　　まり、他の価値命題は論理的にそこから出発する）なのである。それ（＝生存し開

　　　　　花する権利）を人間へ限定することが人間中心主義（anthropocentrism）であり、

　　　　　それは（思惑とは逆に）人間自身の質（quality）に有害な影響を与える。この（ヒト

　　　　　としての、そしてもちろん生活としての）質は、（全面的ではないにしても、その

　　　　　本質的）部分において他の生命形態との密接なパートナーシップから得られる深い

　　　　　喜びゃ満足（pleasure　and　satisfaction）に依存している。（従って、環境や他の生

　　　　　体へのヒトの）依存性を無視したり、（レオポルドが痛烈に告発したように、環境

　　　　　や生物を、あたかも人間が保有し、いかようにも使用し享受し処理できる所有物、

　　　　　つまり奴隷として遇するような）主人一奴隷（といった関係）役割を確立しようと

　　　　　試みることは、人間の人間自身からの疎外に寄与してきたのである（他の生命体へ

　　　　　の主人一奴隷関係は、主人としてのヒトの確立を招くどころか、自己自身の存在の

　　　　　内部に深い亀裂を生じさせるのである。主人は奴隷からだけでなく自分自身からも

　　　　　疎外されている）。

　要約すれば、「関係的全体場のイメージ」と、「原則的生物圏平等主義（後の修正を用いれば、

生物圏も無生物圏も含めた、原則的エコスフェア平等主義）」の2標語を旗印に自覚的に遂行

されるエコロジー運動が、ディープエコロジー運動ということである。エコロジー運動をその

表面的現象から判断すれば、違いは見えてこないだろう。差異は深層にある。結局、世界の見

方、世界での関わり方、他の生物一般（更に無生物一般）への遇し方、そして何よりも人間の

自己理解、人間性を、無反省に従来通りにしたままのエコロジー運動は、応急的表面的効果に

とどまる。レオポルドが正しく指摘するように、人は相変わらず他の生物や環境の主人であり、

彼らの方は奴隷のままである。それらの所有者として、他の生命や環境に対する生殺与奪の権

利は、根本のところで保持したままである。主人としての人間の本質は、奴隷的な他者存在に

依存する筈はない。人間は自らを人間として自己措定することによって人間であるのであって

自己定義に他の存在、いや世界すら必要としない。デカルト以来強調され続けてきた、世界か

らの人間存在の輝かしいばかりの独立独歩性は、依然として現代人の深層を支配している。ネ

スはその深層を直撃し、その核心を別挟する。その考え方を、彼のSelf哲学を先取りして言い

なおせば、概ね次のようになろう。

　現代人が自信をもって、自己は自己（self）であると自己措定しているつもりであっても、

他者との関わりを否定し他者を疎外する自己措定は、実は自己（self〈Self）を措定してはい

ない、せいぜい自己中心的なエゴ（ego）の実現にとどまっている。いや、むしろ自己疎外を
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招来している。この他者が「自然」であってもそうである。自然を自己に従属する奴隷とし、

自己を主人として自己措定するヒトの存在は、根本的なところで自己分裂し自己疎外している

のである。貧弱で未熟な自己（ego）にとどまり未だ自分の主人にすらなっていない。自己が

より成熟し、より完成した、より高い質の十全な自己（Self）になるためには（Self－realiza－

tion）、他者との関係、いやすべての他者、自然をも含めたすべての他者との関係性（関係的

な全体場）を受容する共に、その関係の結び目である他のすべての存在者各々の自己（self）

をも原則的に平等に承認すること（生命圏の平等主義）が必要不可欠な態度となろう。

　かくしてディープ・エコロジー運動は、近世以来、西洋のみならず現代世界全体に支配的な

ヒトの在り方、生き方、自己理解を根本から変革し、ヒトをより質の高い存在性、自己性へと

成熟させる、ポストモダーン的なルネッサンス運動として構想されている、と言える。

§4　ディープ・エコロジーの運動綱領

　ネスの趣旨に一致するようなディープエコロジー運動は種々の仕方で発達していったが

1970年代後半には、運動形態のみならず考え方も多岐にわたるようになり、共通の見解を見

いだすのも困難になった。そこで彼は、ジョージ・セッションの協力の下、上記の2公理を敷

衛したディープエコロジー運動綱領（deep　ecology　platform）なるものを発表。それは、彼の

言い方を用いれば、「シャロウ（浅い）ないしリフォーム（表面的改善）・エコロジー運動と

ディープ（深い）エコロジー運動の区別を有益と見倣し、どちらかと言うと自分達を後者と同

一視する人々が、（ネス達のその運動綱領を一応参考にして、ディープエコロジー－enに相応し

い）自分達独自の定式化をするように（比較的容易くできるように）との目論みから」作成さ

れたのである。絶対的にこの綱領でなければならないと押しつけているのでは毛頭ない、と彼

は再三ことわっている。これがディープエコロジー運動のべ一シックな考え方だと思われる、

という程度の謙虚な提案と見るべきだろう。しかし、ディープ・エコロジー精神の精髄とも言

うべきその綱領は、先の2公理と共に、決定的重要性を持つと思われるので、以下詳細に検討

する。まず8ケ条の綱領を翻訳し（但し、［］内はネスによる補足、（）内および下線は筆

者による補足）、次に逐条的に考察していこう。

（1）　・上の

　　　ディープ・エコロジーの運動綱領

、・ @“　　　・生命の N‘L iflourishing）は、（他に依存的というより、

　　それ自体固有の）杢質的伍値である（intrinsic　value）。

　　非人間的生命形態の価値は、それが狭い人間的目的に対して（、つまり人間にとって）

　　有するだろう　　　か、は　立　ている。

（2）生命形態の豊血宣（richness）や多憧性（diversity）は、　　　　に’いて　　であり、

　　人間的および非人間的生命の地球上での繁栄に寄与する。
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（3）人間は、（自分が生存する為の）生命維持的要求（vital　needs）を満たす以外は、この

　　PP・さ　s　　　・　“　い、な　　　1　　こない

　（4）人間による非人間的世界に対する王　　王　’の　渉1渦　であり、状況は急速に

　　　（更に）悪化しつつある。

　（5）ム幽と文化の繁栄は、人間　　の由　・’小（substantial　decrease）と画立す

　　　る。非人間的生命の繁栄は、そのような減少を要求している。

　（6）（第三倫理的に）より善い方への、　命　　“　x　の　富な（significant）変化は政治

　　　こ’し　亦　　　・する。（そして）これら（生活条件と、政治の変化）は、基礎的

　　　な経済、技術、イデオロギー的構造に影響を与える。

　（7）イデオロギー的変化とは主に、盲い　iフiに古　　るよvはむしろ、生活の質［本

　　　質価値の状況のうちに住まうこと］　　　F古　　証　　　という変化である。大き

　　　い（big）ことと偉大なこと（great）の間の差異について、深い気付きがあることになる

　　　だろう。

　（8）以上の諸点に賛成する人は、必要な（上記の）諸変化を履行する試みに、直接的にせ

　　　よ間接的にせよ、参加する義務がある。

以下、ネス自身の注釈を折り込んで解説しよう。

　（1）まず、下線の「人問的および非人間的生命」という文中の「生命」は、ネスによれば

　　　生物学的生命のみに限定したものではない。「河や分水路、景色、文化、エコシステ

　　　ム、生きている地球（＝ラブロックのガイア）」も含まれる。レオポルドが「山の身

　　　になって考える」の「山」、「土地倫理」の「土地」を包括的生命共同体のように捉え

　　　たのと同じである。人間的、非人間的な関係場の全体が「生命的」と見倣されるので

　　　ある。従って、むしろ「いのち」とでも訳した方がよいかもしれない。この「いのち

　　　のネットワーク」は、どの結び目も関係的でありながら、そのどれもそれ固有の価値

　　　を有している。これは、先程の「生物圏（Biospere）の平等主義」、いや生物も無生物

　　　も含めた「エコスフェァ（Ecosphere＞平等主義」という公理の価値的側面と言ってよ

　　　いだろう。われわれは得てして、ネットワーク上の一点にすぎないわれわれ「人間」

　　　を価値の本源、他のすべてをそれに依存するものと見倣し、もっぱら人間にとっての

　　　有益性の観点のみに立って価値序列を構想したり価値・無価値の裁断をしがちであ

　　　る。正に悪しき意味での人聞中心主義であろう。このようにして他の存在者の存在意

　　　義や価値は、人間への有益性を除けば、それ自体無という風に見られがちになる。雑

　　　草であり路傍の石にすぎないのである。また有害なものは、害虫、害獣などとレッテ

　　　ルを貼られて必要以上に繊滅の対象になったりする。そのような生活の髄にまで染み

　　　込みしみついた価値観を、より成熟したいのちの価値観へ転換することが、ディープ

　　　エコロジー運動にとって第一に肝要なことである。
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（1）は従って、次のように読み替えられる。「日・いの

しiが　　　と　て、’　ること　　　　　るので

日　・いの 土ヒ生

の一muが日にとって

　　’かど’かの　占か　は　　立している」と。

（2）いのちの豊かさ（richness或いはabundance）と多様性（diversity＞が価値あるという

　　主張（2）は、（1）のいのちの繁栄（flourishing）価値から、「繁栄とは豊かさと多様性の謂

　　いである」という分析的前提を媒介として帰結されるように思われる。しかしここで

　　は、その2概念をどちらにも還元できない相互に独立した概念と捉えて、「それら

　　各々においても価値あり、従って別々の実現要請と見傲し、その一方だけでなくその

　　両者とも実現するように運動せよ」、と説いていると解する方がよいだろう。両者を

　　区別すべき点について、ネスは注解の中で次のような巧妙なモデルケースを提示す

　　る。

　　　いま、或る生物種の個体数を絶滅しない程度のギリギリまで人為的に減少させると

　　しよう。これは「多様性」要請には、違反しない。しかし明らかに、「豊かさ」要請

　　には違反する処置なのである。

　　　　しかしネスは、「豊かさ」として単に個体数の多さを意味しているだけでない、

　　レオポルド流に言えば、その個体が他の生物・無生物と共に生息する「山」「土地」

　　全体の豊かさである。「豊かさ」要請は、地球規模で考えれば、ガイア全体の維持要

　　請と解すべきであろう。

　　　かくして、「豊かさ」と「多様性」が維持されれば、それらを意味構成要素とする

　　「繁栄」という事態も必然的に維持・実現されることになる、と（2）は主張しているよ

　　うであるが、ネスは（2）をより動的進化論的な命題である旨注記している。つまりネス

　　曰く、（2）には次の進化論的前提命題（＝前提1）が隠されている。その命題と更に必

　　要な命題（＝前提3）および仮定を付加すると、（2）は一種の推論的動きを含んだ主張

　　として読み直すことができる。

前提1（ネスの前提）：「生命は、進化論的プロセスとして、多様性と豊かさの増加を

　　　　　　　　　　　　含意している」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

前提2（＝主張2の前段部分）：「生命形態の豊かさや多様性は、それ自身において価

　　　　　　　　　　　　　　　　値がある」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

前提3：「生命の豊かさや多様陛の価値は損なわれないよう、維持されるべきである」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

仮定：「生命の多様性や豊かさの価値が、損なわれずに維持・実現される」
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結論（＝主張2の後段部分）

以上の考察から（2）は次のように翻案できる、

　　のかと・’の　の　か　が

　　　↓

「（生命の多様性と豊かさに価値があり（前提2）、それら

が損なわれず維持されるべきであり（前提3）、またそ

の価値が実際に維持実現されるならば（仮定）、多様性

や豊かさが維持・実現されている生命は更に将来へ向

けて、豊かさや多様性を進化論的に増加させる（前提1）

とのことであるから、）人間的および非人間的生命の

地球上での繁栄に寄与する」

　　　　　　　曰く　「　　・いの　　　　　・いの

土ヒに　王 ば　’

f「A・に　癬’のいの の　　　に口 ることにLる」と。

（3）この項目を理解するためには、レオポルドの倫理（共生モード）史を自然権の観点か

　　ら再度想起する必要があろう。彼の第一倫理から第二倫理への流れは、すべての人間

　　が他の誰の奴隷にもならずそこから解放され、万人がいわば人類共同体の平等のメン

　　バーとして、相互に等しく　「生存・健康・自由・財産」の自然権を承認し実現に向か

　　う動きと捉えることができる。ところで彼はこの人類史の潮流から忘却され、相変わ

　　らず人類の奴隷として虐げちれたままの存在者達がいることを喚起する。それが、他

　　の生物や無生物およびそれらを包括する「山」や「土地」である。彼の考え方の前提

　　には、人間以外のすべての生物、存在者達も各々、人間と同様に自然権を有している

　　という普遍的自然権論のようなものがあると見てよい。自然の自然権論と言ってもよ

　　い。第三倫理とは、人類も自然の自然権をはっきり認めて、人類共同体というより、

　　生命（いのちの）共同体の平等のメンバーとして他の存在者達と共生する、より高い

　　ステージの生き方を勧めるわけである。しかし現状は、理想から全く程遠い。第二倫

　　理すら覚束ない状態である。ネスは、原理的にはレオポルドやナッシュの自然の自然

　　権思想と同じ立場に立っと理解されるが、実践的によりリアリスティックであるべき

　　綱領という観点から（3）の主張は、「人間の権利の限定」というよりネガティブな形に

　　なっている。つまり、自然には豊かさや多様性の自然権がある、という言い方よりも、

　　「人間にはそれを減少させ損なう権利はない」という仕方の主張を採っている。しか

　　しこれも突き詰めれば、「人聞は自然を自由に操作変形管理する主人としての権利は

　　ない」というレオポルドと同一のラディカルな考えを指示することになろう。ネスが

　　綱領の中で自然の自然権を表立って主張しない理由はその思想が孕む根本的な問題性

　　にも理由があると思われる。というのは、自然の自然権の主張は、その内容として生

　　存権だけに限定したとしても、厳密に考えると矛盾を含んでいるからである。何故な

　　ら自然の中のすべての生物は自らの生存権を行使するためには、他の生物や無生物を
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生命源とし、それらの「生存権」を侵さざるを得ないからである。自然のネットワー

クの必然性から、或る生物に生存権を認めることは、同時にその生存権を認めないこ

とにも通ずるのである。「生きる」ために、「他を殺さざるをえない」状態は自らにも

跳ね返ってくる。このようにして、自然の自然権に原理的に例外条件を付けざるを得

ないことになる。曰く、「生命維持要求（vital　needs）」に関してはその限りにあらず、

と（人間の自然権の場合も、生命の危機に直面した際の自己防衛の権利があるのでは

ないか、という指摘に対しては、生きるために積極的に他者を殺すことは禁じられて

いるので異なる、としか現段階では答えるしかない）。この回避的処置から、自然の

自然権に関しては、権利内容について優先順があるらしいことが示唆される。即ち、

まず第一に、個々の生物は、自己の生存権を最優先させる権利がある。従って、自己

の生存要求を充たすために、他者を食する権利、換言すれば他者の生存権を侵す権利

がある。次に、自己の生存要求の基準を越える対象に関しては、自己の他の自然権よ

りも他者の生存権が優先され尊重されねばならない。

　しかし、この権利内容の序列性にも直ちに疑問が生じる。自己の子供や子孫も含め

た種の生存権のために他者を食してもいいのではないか。簡単に言えば、家族が生活

し子供が成長し次の世代を生むために。この対象域を更に広げれば、自分の種族、自

分の種全体のために。人間で言えば、自分の部族、自分の国、人類の存続のために、

となろう。

　以上のような単純な考察だけでも、自然の自然権や「生命維持的要求」の概念が問

題性を胚胎していることが見て取れるのである。

　ネスは、運動綱領という性格から、賢明にも（3）において自然の自然権という概念は

用いなかったのだろう。その代わり、自然に対する人間の自然権に関して制限を加え

るだけの方を選んでいる。にもかかわらず、制限条件である「生命維持的要求」はそ

の内容に関し上記のような問題性を生むことは避けられない。ネスは、十分それを承

知で、その解決をわれわれ読者の良識に委ねているように思われる。「生命維持的要

求」とは、誰の生命維持なのか。個人だけなのか、家族も含めてか、ローカル的社会

か、もっとも大きい規模の社会全体か。また、その内容は単に食糧だけなのか、他の

生活資料はどうなのか、生活水準や質も人により国により、文化により違うのではな

いか。これらの問題をリジッドに確定することは、理論的には重要であろうが、運動

を変に狭く偏って限定し、不必要な対立を生むことになろう。そういうわけで、ネス

曰く「（運動に携わっている人々の行動）判断に際し、考慮すべき自由度を許すため

に、（わざわざ）ヴァイタル・ニーズという曖昧な用語を用いた」というわけである。

自然環境や文化、国の社会状態によっても、その内容や範囲は異なって当たり前なの

である。ネスが柔軟な表現を選んだ所以である。
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　最後に、（3）の注解の中で彼が指摘している、（生命維持のための）ニーズと（それ

を実現するための手段という意味の）ミーンズ（means）の概念的区別は重要である。

ネスは次例を挙げて、読者の理解を助けている。

（日本のような）産業国家の或る捕鯨業者が捕鯨を廃める場合、現在の経済状況の下

では、彼に失業のリスクが生じるだろう。彼にとって捕鯨は（彼の生きる）ミーンズ

（手段）なのであるから。しかし、（そのような）生活水準の高い富裕な国において捕

鯨は果たしてヴァイタル・ニーズ（生命維持的要求）であろうか。その国民は、生存

するためにどうしても鯨を食べねばならないヴァイタルニーズがあるのだろうか。な

い、と言わざるを得ないのではないか。

　このネスの例は、ヴァイタル・ニーズやミーンズ（手段）が少なくとも社会的水準

を考慮すべきことを示唆している。彼の考えを論理的流れに分析すると、捕鯨業者と

国民のヴァイタルニーズや手段の違いが明瞭に見えてくる。

　A：捕鯨業者のヴァイタル・ニーズとその手段

　　「人間は生きるためには、食べる必要がある（生物的ヴァイタルニーズ）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　「食べるためには、生計を得る必要がある（上記のための経済的手段）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　「捕鯨業者は、自己の生物的ヴァイタルニーズを充たすため、捕鯨を経済的手段

　　としている」

　B：鯨肉を頼らざるを得ない国の国民のヴァイタル・ニーズとその手段

　　「人間は生きるためには、食べる必要がある（生物的ヴァイタルニーズ）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　「食用の対象は、国の自然的社会的制約条件から、鯨の肉が主である」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　「（つまり、この国の）国民は、鯨肉を、自己の生物的ヴァイタルニーズを充たす

　　手段としなくてはならない」

　C：鯨肉以外の多様な選択肢がある国の国民のヴァイタル・ニーズとその手段

　　「人間は生きるためには、食べる必要がある（生物的ヴァイタルニーズ）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　「（この国では、動物性蛋白質を得るために）食用の対象は、鯨肉だけでなく種々

　　多様な選択肢がある」

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　「（この国の）国民は、自己の生物的ヴァイタルニーズを充たす手段として鯨肉

　　以外の選択肢も選べる」
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　さて、鯨が絶滅危惧種ではないにしても、現在の捕鯨体制をそのまま維持すると、

その個体数（豊かさ）が減じる危険性があるとしよう。その際、（3）の原則・っまり

「ヴァイタルニーズを充たすため以外は、いのちの豊かさや多様性を減じるいかなる

権利も人間は持っていない」を遵守しようとする場合、BとCの国では捕鯨・および

捕鯨業者の対応は当然、異なってくるだろう。Bでは、ヴァイタルニーズを充たすた

めに、手段として鯨肉を食べざるをえない、従って捕鯨を続行せざるを得ない・Cで

は捕鯨を制限ないし禁止して、鯨に代わる対象をヴァイタルニーズの他の手段として

選択すべきである。

　ただCの国で、捕鯨業者に対して、捕鯨以外の生計の手段、つまり彼自身のヴァイ

タルニーズを充たす経済的手段がない、ないし他の選択肢が少ない場合はどうすれば

よいか。彼を見殺しにして鯨を生かすべきか、それとも彼を生かして鯨を殺すべきか。

Cのような発達した国では恐らく職業の多様1生が保障されているだろうから問題は深

刻ではないと言えそうだが、その国の或る地方という局所的範囲では、そういう事態

は多いにありうる。捕鯨が伝統的にメインの職業であるその地方の伝統や暮らしを生

かすか、（2）の生命形態の多様性や豊かさの方を採るか。日本の直面している課題であ

る。

以上、（3）を翻案すると次のようになろう。「　には

　・いの　　涜じるいか7e［る　l　Lい　ただし

日・いの　は　とよ

Nのいの 、　るとい、

ルニーズ　　た が　　　々の　　で るtど z元い　△に

　　ってはe　　る」

（4）は、現状についての事実判断である。もちろん、いのちのあるべき姿や多様性・豊か

　　さについての価値判断、いのちとヒトの共生的関わりについての倫理的判断などが背

　　後にある。ネスは著書の中で、判断の根拠として次の2書を推薦している。

　　IUCN’s“World　Conservation　Strategy（1980）”

　　Gerald　Barney’s“Global　2000　Report　to　the　President　of　the　United

　　States（1980）｝J

　　最近のデータや予測は他書を参照。

　　　ネスは、この項でも（行動綱領ということで）現実主義的な注解を施している。第

　　一に、非人間的世界＝いのちの統体への人間の干渉をゼロにすべきと言っているわけ

　　ではない。そんなことは無理である。現在問題になっているのは、「人間による干渉

　　の性質や限度（範囲）」である。山や海の民の賢い適度な共生的干渉のようなものだ

　　ろうか。それとも、開発とは名ばかりの利潤追求一辺槍の過度で破壊的な干渉だろう

　　か。またネスは、過度な干渉が一晩で一挙に適度になるといった空想的な楽観論は抱
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いていない。やはり意識的に、自覚しながら徐々に、ということになろう。

　第二に、現代、熱帯雨林などの原生ないしそれに近い自然領域への破壊的干渉が問

題になっているが、「（それらの領域の）保護や拡大運動を継続し、それら地域の生態

学的機能一般に焦点を合わせるべきである」。というのは、例えば、動物や植物の進

化的な種分化が可能となるためには、つまり（2）のような、いのちの多様性や豊かさと

いう価値が実現されるためには、広大な原生域が必要なのであるから。特に大型の鳥

類や哺乳動物の繁栄のためには現状は不十分である。

　以上の考察から（4）は、「王　’の　　　日・いの　への　澁は’・　で　　　この

　　　では悪ヒの一徐　’山ることにLる」との自戒ないし警鐘ととれる。

（5）は人為的人口制限の勧めである。人口が、安定した諸条件下では、幾何級数的に増加

　　することは、アダム・スミスもマルサスも、アメリカ大陸での移民者の人口増加の報

　　告書から承知していた。アメリカ大陸はいわば人口増加率などを調べる実験場のよう

　　に見られていたのだろう。ところで、人口増加の上昇曲線は無限に伸びるわけはなく

　　人口に見合った食料不足などの問題が生じ、或る時点から増加が鈍化し、人口飽和点

　　に近付くにつれ人口曲線は徐々に横這い状態になり、その形状からS字のようになっ

　　てくる。その状況では、各々が生き残るための生存競争が熾烈になってくるだろう。

　　マルサスが指摘しているように、淘汰の圧力は肉体的社会的な弱者である子供や老人

　　病人などに強くかかってくる。彼らは生き残れないだろう。また争いが大規模になる

　　と国同士の戦争にまで発展し、多数の人間が地上から消えていくことになる。更に伝

　　染病が席巻し、病死者が続出することもある。このような悲惨な戦争や災害によって

　　皮肉なことに人口が適正規模に調整されてきたのであるが、マルサスは、人聞は運命

　　に翻弄される仕方での人口調節よりも、予想される事態を前以て予知して意識的に予

　　防的な人口制限をすべきであると説いている。

　　　このマルサスの考え方は、人間共同体の内部での人口増加の激化を念頭においてい

　　るが、生命共同体全体を視野に入れると問題はどうなるだろうか。かってアリストテ

　　レスはr政治学』の中で、「自然はすべての生物に糧を提供する」という自然の自足

　　性の考えを述べていたが、その中のヒトというメンバーが異常に繁殖繁栄し他の生物

　　の糧まで過度に奪ったり破壊すると、自然の普遍的自足性は壊れヒトだけのための食

　　糧空間という性格のものに堕してしまうだろう。人間も含めたいのち全体の豊かさや

　　多様性を実現するためには、ヒトが危機的事態を予知して、自らの人口を予防的に制

　　限し、自らが齎らしたいのちの共同体内の過度の生存競争を緩和する必要があるので

　　はないだろうか。従って、（5）における、人間の人口抑制の提案は、人類共同体を越え

　　るいのちの共同体全体に関わる人口（個体数）問題のマルサス流解決策の提唱と言っ

　　てよい。人類共同体の人口論はマルサス、いのちの共同体の人口論はネス。
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　ネス自身の注解を見てみよう。彼はリアリスティックな立場から、人口抑制や安定

化が期待される程簡単に行くとは思っていない。しかし、だからといってそれは現状

の自己満足的行動の言い訳にはならない、と釘を挿す。生命の豊かさや多様性がどん

どん失われつつある極めて深刻な現状を前に、より多くの人々が認識し行動に移す必

要がある。その主要なプログラムの一つが、人類の人口抑制ということであろう・

　ネスは、「現代の莫大な数の人々が、エコロジカルな責任を採る方向で従来の態度

を深く変更するなら、非人間的生命が（自然と）繁栄するに違いないから」ことさら

人間の人口を抑制する必要はないのではないか、という予想される反論を取り上げ・

それに次のように答えている。「人間の経済行為やテクノロジーにおける（エコロジ

カルな責任の方向への）十分に深い変化の確率は、（人類の今までの所業から・残念

ながら）非常に小さく、考慮に入れる程のものではない」と推測される・と。

　さて（5）を言いなおすと、「　・・いの　の繁’のためには　いの　の」土百　の

の　ンバーで　るヒ　が意1　・に　口　　　る”・が　る　　口　　して　　ヒ　の

生命・　ヒ・　滋は　立で　る　い のよ”に生“　工　していこ’」

（6）前項では、人間の態度の大変化は余り期待できない旨の彼の醒めた感想が吐露されて

　　いた。しかしだからといって、手を操いていることはできない。人口抑制という方法

　　を採るにせよ、政治的決断と実行が求められるのである。政治的変化は経済やテクノ

　　ロジー、それに生活価値に関する基本的考え方；イデオロギーにも影響を与える筈で

　　ある。荒療治というわけではないが、レオポルド的な第三倫理ステージへのヒトの成

　　熟は、進化的時熟を待つだけでなく、意識的に、いや単に自覚を待つというのではな

　　く、政治的に強く促すという仕方に頼る必要が出てきている、国際的レベルにせよ、

　　国の政府レベルにせよ、草の根のNGOレベルにせよ。事態は緊急を要する。

　　　最初の本格的な市場経済論を展開したアリストテレスによると、経済活動（クレー

　　マティスティーケー：取財術）には2種類ある。その一は、中庸を得た生活実現（オ

　　イコノミァ的なヴァイタルニーズ）のための経済活動で、これは自然の自足性や調和

　　に適っており、合自然的なものと言える。他は、善き生活実現という有限のテロス

　　（目的）を持たず、無限の利益追求を第一とするもので、生活破壊や自然破壊を齎ら

　　す反自然的なものである。古代ギリシャの賢人に倣って、生活を善くするために所有

　　物を活用する術をオイコノミア術と呼ぶとするなら、その一翼を担うべきクレーマテ

　　ィスティケー術＝エコノミーが無限の欲望に操られて悪しきエコノミーになり、自然

　　全体の調和（＝エコロジー）をも乱し破壊する、という構図で、現状を理解すること

　　ができるだろう。現代とは、オイコノミアという言葉から派生した双子の姉妹である

　　エコノミーとエコロジーが、相互に、また親からも離反対立し合い、オイコノミア家

　　族が（概念的にも事態においても）分裂し平和が乱されているという状態と見ること

26



ができる。或いは、エコロジーという用語が、本稿序文で示したように、リンネなど

の「自然のオイコノミア」という用語に由来し、その背後にキリスト教神学の「神の

オ，イコノミア」という概念が伏在することから、上記の事情を更に次のように考える

こともできる。存在者全体としての世界の真の所有者は、われわれ現代人が法的にも

正当と考えている人間ではなく、すべての世界内存在者を越えたXという何か（神、

或いは、根拠と呼ばれるだろう）である。Xは所有物である世界全体を善く活かすオ

ィコノミア術を行使している。これをrXのオイコノミア術」、或いは「大文字のオ

ィコノミア術」と名付けよう。ところで、自身Xの所有物であるすべての存在者も

各々、Xから世界の一部を（委託された）所有物として活用することが許されている。

存在者各々のオイコノミア術を「生活のオイコノミア術」ないし「小文字のオイコノ

ミァ術」と名付けよう。ヒトのみならず、草木も動物も「生活オイコノミア術」を行

使している。それらの働きが、rXのオイコノミア術」に協力援助する形になってい

るとき、個々の「生活オイコノミァ術」を通じてrXのオイコノミア術」が実現され

ていると考えられる。つまり、小文字のオイコノミア術は大文字のオイコノミア術で

もある。いわば、無意識に大文字のオイコノミア術による秩序化に参画させられてい

る。ヒトと自然の人為的対立はなく、Xの下、大いなる自然の中でヒトも他の存在者

も環境も共生している。大いなる自然におけるXのオイコノミア術の顕現が（リンネ

的意味での）「自然のオイコノミア（＝エコロジー）」である。ヒトの生活オイコノミ

アも、他の生物の生物オイコノミアも、「自然の大オイコノミア術」の編む編目とし

て機能し、これらはすべてXの大オイコノミア的配慮に応える働きであり続ける。

　さて、存在者の中に、自己存在をどうしても自己意識的に確定し、どこまでも自己

所有化していく無限の欲求を胚胎する種がいるとする。ヒトがその当該種としよう。

ヒトのその欲求は「エゴの自己実現の欲求」とでも名付けられる。ヒトが自己存在を

エゴとして確定的に措定しようとするとき、同時に他の存在領域が、エゴとは異なる

がエゴの自己所有化の過程でエゴによって所有物として措定される。この全領域を、

エゴとしてのヒトに対立し所有される狭い意味での「自然」と名付けよう。ヒトは、

Xの意向を無視し、それに反抗する仕方で、Xに代わり自らを自然の所有者、支配者

として確定しようとする。自然をもっぱら、ヒトのエゴ実現のための手段や道具的価

値しかない所有物と規定する。ところで、ヒトの生活オイコノミア術は、物々交換や

貨幣を介して市場経済へと発展し、ヒトの機能的集合体である社会が形成されるが、

それは即、自然と区別され、それに対立する領域である、というわけではない。Xの

オイコノミア的支配の権威の下で自由であることを自覚し続けても、大いなる自然の

オイコノミア秩序に適った仕方で、その関係性に適った仕方で機能する限りは、社会

と自然の深刻な分裂や対立は生起しない。「社会的オイコノミァ（＝エコノミー秩序

27



など）」は、「自然のオイコノミァ〈＝エコロジー）」と調和し、Xによる大オ・イコノ

ミアを自覚的に顕現させているのである。しかし、Xに根拠づけられた自己措定を、

あくまでXから切り離した仕方で、自己だけによる自己措定へと、政権奪取的方向で

ヒトや社会が動いていくことになると、社会に対立しそれに支配され道具として使用

されるだけの狭い意味での「自然」が、社会とは明確に区画化された領域として措定

される。社会と自然は対立、分裂する。Xの権威は堕ちる。自然から、　Xの恩寵的な

支配の痕跡が拭い去られる。自然における秩序は、rXの思慮深いオイコノミア術」

による整序では最早なく、自然に内在的なく進化論的）機械的運動法則の秩序にしか

すぎない（＝ヘッケル以降の生物学的エコロジー）。ヒトから見れば自然とはヒトが

所有し、利用すべき巨大な機械なのである。社会からも、Xが抹殺される。そのエコ

ノミー的均衡秩序は、もはや（アダム・スミスの）「見えざるXの手による」社会的

オイコノミア術の賜ではない。例えば、経済官僚がXにとって替わる。社会の人的秩

序も背後に、X支配のオイコノミァ術（或いはポリティァ術）をもはや権威的根拠と

して持たない。

　かくして、rXの大オイコノミア術」の家族、　Xのオイコノミア術の恩恵による社

会と自然のオイコノミァ術の調和という兄弟的共生の段階から、親のXを否定し、

「社会のオイコノミア」と「自然のオイコノミア」が仲違いし分裂する段階へ移行す

る。今や前者がXに代わって最終決定権を持つものとして自己を措定し後者を奴隷的

なものとして支配する図式が基本となる。XやXによる大オコノミア術は、博物館や

神話の片隅に細々と生き永らえているだけである。

　このX失墜劇、大オイコノミア家族離散劇の主役は、もちろんヒトである。ヒトの

エゴ的欲求の無限性、その（悪しき）エコノミー的成長・肥大への追求が、この悲劇

を現在、世界規模で進行させつつある。

　　さて、現代の危機状況をオイコノミア・モデルの構図で幾分か神話的に浮き彫り

しようとしたが、いずれにせよエコノミーの動向が、オイコノミア（生活）一エコノ

ミー（経済）一エコロジー（自然）の3者の平和的調和実現の鍵となるだろう。第三

倫理＝ディープエコロジー的言い回しで言えば、第三倫理的ないのちの共同体の平和

実現は、エコノミーの在り方に深く関わる。

ネスに戻ろう。

　彼は（6）の注解の中でその認識を明確に表明している、曰く、「先進産業国諸国が構

想し遂行している経済成長（Economic　growth）は、ディープエコロジー運動綱領の（1）

から（5）のすべての原則と両立しない」と。つまりエゴの無限の実現を施行し無限の利

潤を追求するアリストテレス的クレーマティスティケー（悪しきエコノミー）の現代

版である経済成長は、綱領がその条件を規定する第三倫理的・ディープエコnジー的

28



ないのちの共同体の実現に対立し阻止するものであるというわけである。逆に言えば、

（1）から（5）の原則を充たす経済活動（＝善きエコノミー。どのようなものか？）こそ追

求・実践すべきである。それは、例の3者（生活・経済・自然）に平和・調和を齎ら

し、いのちの共同体の実現と、ヒトの第三倫理的ステージへの成熟を促進させるだろ

う（そして、ひいては、Xの大オイコノミアを神話から目覚めさせ、アクチュァルな

ものにすることだろう〉。

　ところでネスは、用語GNPなどに象徴される経済成長がもっぱら各国の政治的な

第一課題であるところから、それを打破するには、まず政治的変革が必要であるとの

認識に立つ。詳細は、彼の主著5章の「エコソフィー内におけるエコノミックス」、

6章の「エコソフィー内のエコポリティックス」の解説（他の機会1）に譲り、以下、

綱領（5）に関するネスの注解の大要を説明しよう。

　まず、現代イデオロギーの特徴であるが、これは骨の髄までエコノミーに侵されて

いる。病状に対する、価値論からの彼の診断は次のようなものである。即ち、現代は

ものの価値をもっぱら、それが希少であり（希少性）、（人間にとっての）必需的価値

（commodity　value；使用価値）ないし市場価値（交換価値）があるという理由から

のみ評価する傾向がある。需要に対して供給されるものが多すぎると、価値はどんど

ん下落する。豊かさはかえって価値の低さを表徴となる。まして人間にとっての利便

性から独立しているものの豊かさや多様性は、無価値で無駄な造化とされる。

　成長という概念も、主に市場価値の点に限定される。rエコロジー的価値を含む価

値一般における成長」は考慮されていない。エコロジー価値とは、（先行する綱領を

考察すると）、人間の思惑から独立したいのちの豊かさと多様性の本質価値を指すが、

それが成長するとは、いろいろな種の個体数や多様性が増加し、更に景観がより美し

く豊かに変貌しいくことを意味するだろう。他方、人間的利便性の価値の観点からは、

エコロジー価値の成長は不便、不経済なものになりがちである。利用価値のある単一

種の植林と、多様で不整な樹木が絡み合って人の侵入を阻んでいる熱帯の密林を比較

せよ。世人は前者の方を、経済成長に直接寄与するとしてより高く評価するだろう。

　「経済成長」がその国の錦の御旗になると、無視されたり被害を被るのは非人間的

な生命圏やレオポルド的な「土地」だけでない。「土地の住人」や「山や海の民」の

生活まで脅かされる。従って、住民の「自己決定」とか「ローカルコミュニティ」と

か「地球規模で考え、地域規模で行為せよ（think　globally，act　locally）」のスローガ

ンは依然として重要である、とネスは指摘するが、しかし、近年の熾烈な経済成長競

争（エコノミー）は、国境を越え、地球のすみずみまで人々の暮らし（生活のオイコ

ノミア）や自然環境（自然のオイコノミア）に悪影響を及ぼしつつある。従ってネス

は「地球規模で行為する（act　globally）」ことがますます必要不可欠であることを指
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摘する。地球規模の福利と短期的な地域利害が対立するときは、前者を優先すべきで

ある。とはいっても、地域の福利を無視した活動は根無し草のようなものとなろう。

その点、政府の上からの干渉を排除しながら地域に深く根をおろした運動を展開し、

にもかかわらず国境を越えて民衆の連帯の輪を地球規模に拡げるNGOの草の根運動

は理想的とされる。スローガン風に言えば、「地球規模で考えよ。そして地域規模の

みならず地球規模でも行為せよ（think　globally，　act　globally　as　well　as　locally）」或

いは「地球規模で考え、地域規模で行為し、地球規模（更にいのち全体の規模）で連

帯せよ！」

　最後にネスは、文化的多様性について言及する。明言されていないが、ネスは現代

の産業先進国の経済成長を推進してきたテクノロジーが、地域文化を破壊しながら画

一的文化の再生産を拡大させつつあるとの認識を持っている。それを前提として、彼

が文化的多様1生という概念に触れている理由が了解できる。つまり、いのちの多様性

がそれ自体価値ある（綱領2）ように、人間の地域的な文化的多様性もそれ自体価値

がある、たとえ中央の支配的文化にとっては時代遅れで役に立たず無価値であって

も。

　このような文化的多様性を維持し促進するためには、テクノロジーも変質しなけれ

ばならない。むしろいま以上に繊細で配慮に富む「より進んだテクノロジー

（advanced　technology）、即ち、各々の文化の基本的目標を推進する（advance）テク

ノロジーが必要とされる」。「いわゆる、ソフトで中間的で適切な（soft，intermedi－

ate，and　appropriate）テクノロジー」がそれである。

以上から、綱領（6）は次のようにまとめられる。「いの　の典か　と　・11v’t’の　直一

王にとって 宝　大ま　，、　M一量iで 、　　16・．〈と　る　　で

るの7？fPt亦ることにって、 一術　　　一　ロ“一　亦　　るだ

、　　玉 凸の1涯’自・’の悪し　エコ　ミーか コ　ミ

コ　ミVと講　　る エコ　気　一一ヘノ、　　一 の面一くでバー“で”

治 ロ“’〉一か　　いの　の、’ 垣　の　・一’オ　ん“るソ　でエコロ

ジ　ルt　一に官　だ一　　ロジーへ　駒　　直　か認　“，、　’一の　　票と　る

一“ @ロ“一か　　いの ’「keeしと 、三オ のiili 』執　　　泊・！’

る　一“ロ“一へ　亡　しい　　ス　　ルはNGOの聖の　渾　の　5i　「協

で’え　域　で’一一一、．し　球　で陣廿るス　ルで　一’

（7）前項では、いのち全体の繁栄を阻止する要因として（国家規模の）「経済成長」がク
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ローズァップされたが、ネスは第7綱領では、それをいわば生活の観点に翻訳して、

「生活水準の向上」イデオロギーとして捉え直す。しかし、この「生活水準の向上」

スローガンは聞こえはいいが、結局は「少数の特権的人間達の生活水準の向上」、そ

してひいてはアリストテレスが洞察したように、他を排した自分だけのエゴイスティ

ックな「無限の利潤追求」というのが本音ではないだろうか。

　　この綱領でネスは、「生活水準の高さ」から「生活の質の高さ」へのイデオロギ

ー変革を提唱する。「生活の質」は分かるようで分かりにくい概念であるが、ネスは

それを「本質価値の状況のうちに住まうこと（dwelling　in　situations　of　intrinsic

value）」と言い直している。綱領1から、「本質価値」とは「地球上のいのちの繁栄」

を事態内容として有しているので、「本質価値の状況」とは、「地球上の人間的および

非人間的生命、つまりいのちの繁栄という価値の観点から解釈されている限りの状況j

という位の意味で、「そこに住まう」とは、単にその状況を傍観者として評価し操作

するのではなく、そのような「価値状況を生きる」、そのような「価値状況において

日々暮らす」ということを意味するだろう。「本質価値（いのちの繁栄〉の実現に最

大限の関心を持ちつつ日々自らの生活を送ること」、これが「高い質の生活」の在り

方である。原著の冒頭に表明されているネスの基本的人間観を想起すれば、そのよう

な生活とは、「他の生命形態と持続的で力動的な均衡のうちに生きていく」ことであ

り、より具体的には「環境の多様性に気付き、更に気付くだけでなく実際に配慮的行

動をとること」であろう。現在はヒトはまだその境位に達していない（＝未だ旧来の

イデオロギー）が、そこへと変化成熟する（第三倫理的）能力は有している。そのよ

うな質のより高い生へと成熟していけば（＝新しいイデオロギーへの変化）、ヒトは

「生命多様性に気付いて（自然に）喜び、環境との創造的相互作用を促進させること

で一層喜ぶ」エートスを身につけることになろう。

　ところで、ネスは、恐らく「住まう」という動詞を用いることによって、「状況」

を「家」と等価なもののように捉え、それでギリシャ語の「オイコス＝家」を想起さ

せ「オイコス」から派生した「エコロジー」の「エコ」と関連づけようとしていると

推測できる。「本質価値の状況に住まう」とは、「本質価値で全面的に被われた家に住

み暮らすこと」であり、これこそディープ・エコロジー的生き方ということである。

　ネスは注解の中で、「生活の質」という概念が余りに漠然としていると一部の経済

学者達に批判されていることに触れている。彼の反論はこうである。その連中が「漠

然としている」と決め付けているのは、正に「生活の質」の「質」性である。「質」

であるからこそ、単純に量化することは不可能である。計量経済学者達はそれが気に
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くわないということであろう。bigという意味の「大きい」は計量的計測的に「大き

い」である。他方、ネスの勧めたいgreatとしての「大きい」は、生活の質における

大きさ、偉大さのようなことであろう。結局ネスは、「生活の質にとって重要なこと

を人は適切に量化することはできない、また、そうする必要は毛頭ない」という考え

なのである。

以上の考察をまとめると、綱領7は次のようになろう。「生“フ　の・上　　　生

のeい質ualit　of　life’自・’べ　 はいの　のA4’一に
＊　直と認め　生“の　で るよ、　してい　しい　しで

しい　一“ロ“一で　る　ヒ　が　　る　た7E］　三 ・　　’　の口Aヒj

・に　　泊く　　　治力s’　　壼：　“オカs しい　ことで　る」

（8）上記までの全綱領が、「殆どないしすべてのディープ・エコロジー運動の支持者が共

　　有する基本的考え方」を表しているとすると、　zの　舗8は　　．、の渾　への参

　　”“1でる　　・えに土ヒ賑し百，、るは　しい“　蚤　一ノロ

ジー　一一“オロし生 1己る’軍にLハL参るがる
い　　命が　る　とこ”t・　己　　しているのである。

　このように、見かけは小さいディープ・エコロジーの運動綱領は起爆力を秘めてい

る。とはいっても、これは畢寛、すべてのいのちとの共生というヒト自らのより高い

ステージへの成熟の促しなのであるから、破壊的な変革と言うより、創造的な自己実

現（Self－realization）の変革である。ヒトのみならず、すべてのいのちの繁栄に導くよ

うな。

　ところで、いのちの共生的繁栄に必要な諸変化を齎らす行動をとる、といっても行

動の細々した具体的内容は、（本質価値の）状況によって異なるのは当然である。状

況の異動を無視する行動は硬直的教条的となろう。また、同じ状況についても、（「状

況」という実存主義的概念の由来から）、人によって見え方、捉え方が少しずつズレ

てくるのは当然である。というより、人によって体感されている状況自身が異なる筈

である。関係場の各結節点から周囲を見れば、結節点毎に自ずから風景は異なってく

るだろう。歴史も異なって流れるだろう。一種の（健全な）相対主義である。恐らく

そのような考え方を前提としてネスは注解の中で次のような忠告をしている：「何が

まず為されねばならないか？　そして次は何か？　最も緊急を要するものは何なの

か？（為されねばならぬ）必要な事柄とは何か？

　これらに関する意見の違いが、生き生きとした協力を排除するようなことがあって

はならない」　何故なら、同類の綱領に賛同し信奉するからといって、人により状況
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は異なるのであり、関係場におけるパースベクティブも異なる筈だからである。ネス

の綱領には、その具体化に際し、「優先順位（などに）ついての意見の相違を受け入

れる十分な余地がある」のである。

§5　運動綱領にまとめた意図

　　　　　以上で、ディープ・エコロジーの運動綱領の解説を終えるが、ネスは、「今日、デ

　　　　ィープ・エコロジー運動の殆どないしすべての支持者が共有する基本的考え方を（運

　　　　動綱領として私たちは）仮に定式化したが、それから何が得られるだろうか」と自問

　　　　し以下のように運動綱領の意図について自答する。

　　　　第一に、「自分達の運動を、多くの他の選択可能な運動の中で、より容易く位置付け

　　　　　　　　られるようにする為」。

　　　　第二に、そのように自分達の運動を確定するからといって、「孤立へ導くのではなく

　　　　　　　　かえって、多くの他の選択可能な運動とのより良い協力へ導くようにとの願

　　　　　　　　いから」。

　　　　第三に、（他の運動者に対してだけでなく、同じディープ・エコロジー運動の賛同者

　　　　　　　　や参加者同士に対して）「自分達が（共通して）どこに立脚しているかをよ

　　　　　　　　り明確にし、」また「（他の運動家との間だけでなく、自分達内部に生じる）

　　　　　　　　意見の相違のうち、どれが（その違いを）減じると有益か、どれが（むしろ

　　　　　　　　その違いを）鋭くすることで有益か、をより明確にする為」。

　要約すれば、かの運動綱領は、自分達の運動のアイデンティティーの確立、他の異

なる運動との連携促進、運動内部の意見調整の基準として機能するのである。ネスの

綱領は、いのちの多様性をそれ自身価値あるものとみなし、その維持促進を勧めるの

であるが、綱領に則った運動の形態やプロセスも、同様の原則で推進されるべきとの

ことであろう。意見や運動の多様性も大歓迎！

　ネスはその項を次の言葉で締める。「多様性は、高レベルの規範なのである」
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